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東京大学アカデミックハラスメント防止宣言 

 

 

 東京大学は、東京大学憲章の前文で「大学は､人間の可能性の限りない発展に対してたえ

ず開かれた構造をもつべき学術の根源的性格に由来して、その自由と自律性を必要として

いる」と謳っているように、教育研究の充実発展という社会的使命を果たしていく上で、大

学における自由と自律性が重要であることを深く認識している。この自由と自律性は、とり

もなおさず、大学というアカデミック・コミュニティの構成員一人ひとりの自由と自律性を

基礎として成り立っており、大学にはこれを保障するための様々な制度が存在している。 

 ところで、自由と自律性がこれほど手厚く保障されている大学では、構成員の間に一般社

会とは異なる権力関係が生ずる。教員と学生およびそれに準ずる者との関係を例に取ると、

そこには教育・指導・評価を与える者とこれを受ける者という、非対称的な力関係が存在す

る。教員は学生等に大きな影響力を及ぼす存在である。その権力は、当然のことながら、教

育という目的の実現のために各教員に付託されたものである。教育には厳しさが必要だが、

それは学生を対等な人格として認め、その人格を尊重することが前提である。教員が学生に

与える、教育・指導・評価は、あくまで厳正・中立・公正・公平なものでなければならない。 

 権力のあるところには常に濫用の危険が存在する。教育・研究のために多くの自由と自律

性が保障されている大学においてはなおさらである。東京大学憲章が定めている、「すべて

の構成員がその個性と能力を十全に発揮しうるよう、公正な教育・研究・労働環境の整備」

（東京大学憲章 19）を図るためには、こうした権力の濫用を防止するための体制が整備さ

れなくてはならない。 

 

 アカデミックハラスメントとは、大学の構成員が、教育・研究上の権力を濫用し、他の構

成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に、修学・教育・研究ないし職

務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるよう

な精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害をいう。東京大学憲章 19に定

める基本的人権を侵害する行為もこれに含まれる。またアカデミックハラスメントの加害

－被害は、狭い形式的意味での教員－学生という身分関係にのみ発生するわけではない。東

京大学が構成員全員に保障している「その個性と能力を十全に発揮しうるような、公正な教

育・研究・労働環境」を、当事者間の力関係の非対称を背景とする権力の濫用によって破壊

したり奪ったりする言動は、広くアカデミックハラスメントに含まれることに留意してほ

しい。 

 アカデミックハラスメントの防止と解決には、それぞれの部局の教育・研究現場の実情に

即した対応と環境改善に努めることが、なによりも重要である。それゆえ各部局が自らの責

任においてアカデミックハラスメントの防止と解決のための体制を整えることが喫緊の課

題となる。 

 東京大学は、全学および各部局の総力を挙げて、アカデミックハラスメントの防止と解決

にあたっていく決意である。 


